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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 
 
 ※【別紙】につきましては、長野市ホームページからご覧ください。 
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長野市介護保険フレッシュ情報 
 

 V o l .５７４ 

介 護 保 険 課 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 
長野市トップページ＞ＭＥＮＵ＞健康・医療・福祉 

高齢者福祉・介護＞介護保険＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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居宅介護支援事業所 特定事業所集中減算届出書の提出について 

【令和５年度前期（判定期間：令和５年３月１日～令和５年８月31日）】 

 

このことについて、次のとおりご提出をお願いします。 

 

１．判定期間：令和５年度前期（令和５年３月１日～令和５年８月31日） 

   

２．提出が必要な事業所 

  ○いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80％を超えている場合 

※正当な理由の有無にかかわらず提出が必要です。 

  ○特定事業所集中減算の適用の有無が前回の判定から変更になる場合 

 

３．提出書類 

  ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

  ②特定事業所集中減算届出書（様式１） 

  ③（必要に応じて）「正当な理由」に関する添付書類（様式２～４他） 

 

４．提出期限：令和５年９月15日（金曜日） 

 

５．提 出 先：長野市高齢者活躍支援課介護施設担当 

 

６．そ の 他 

・提出書類の様式、通知等については、長野市ホームページに掲載しています。 

 

 長野市トップページ → MENU → 健康・医療・福祉 → 高齢者福祉・介護 

→ 介護保険に関する申請・届出 → 居宅介護支援・地域密着型サービス等事業 

→ 居宅介護支援、地域密着型サービス等事業の介護給付費算定に係る届出 

 

 または、以下のURLからご確認ください。 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002496.html 
 

・紹介率最高法人の割合が80％を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算とな

りませんが、長野市が審査した結果、記載された理由を不適当と判断した場合は、減算が適

用されることとなります。 

 

 ・特定事業所集中減算届出書（様式１）は、届出の必要性の有無にかかわらず、全ての居宅介

護支援事業所が作成し、２年間保存しなければなりません。 

 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課 介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 

 

 

 

 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002496.html
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（再周知）新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基

準等に関する臨時的な取扱いについて 

 
標題の件については、５月２日に登録いただいているＥ－ｍａｉｌアドレス等へ通知しまし

たが、改めて周知しますのでその取扱いについては遺漏のないようご注意ください。  
※「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の臨時的な取扱いについて」等で

お示していた通知については、令和５年５月１日付厚生労働省事務連絡により、「新型コロナ

ウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後（令和５年５月８日以降）の対応について」が

示されています。  
 
なお、地域密着型サービス運営推進会議等の開催についての対応として、「その開催を延

期、中止、文書による情報提供などの措置」は終了となりましたのでご留意ください。（事業

所内で感染症が発生したなどでやむを得ず書面開催等をする場合は事前にご相談ください。）  
 
通知の詳細については、 
長野市HP（https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002504.html）  
をご確認ください。  
 

                 問い合わせ先：高齢者活躍支援課 介護施設担当  
  ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

 

 

 

福祉用具の重大製品事故に係る情報提供について 

 

このことについて、厚生労働省老健局高齢者支援課より連絡がありました。 

消費者庁から公表されている消費生活用製品の重大製品事故のうち、令和５年８月７日

（月）～８月11日（金）の週において、福祉用具に係る事故が2件あり、これに関する事故につ

いて下記のとおり情報提供します。 

なお、令和３年３月22日号フレッシュ情報でお知らせしましたとおり、福祉用具の事故等に

関して、再発防止の観点から、情報収集を行うため、福祉用具に関する事故発生があった場合

は、長野市へご報告くださいますようお願いいたします。 

※ 福祉用具とは、福祉用具貸与の製品及び特定福祉用具購入の製品に限ります。 

 

消費者庁ホームページ（転記） 

事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 

令 和 5 年 5

月27日 

 

令 和 5 年 8

月3日 

 

介 護 ベッ

ド 

死亡1名 使用者（90歳代）が当

該製品を使用中、ベッ

ドが落下し、体調を崩

したため病 院 に搬 送

後 、 入 院 中 に 死 亡 し

た。当該製品に起因す

るのか、他の要因かも

兵庫県 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002504.html
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含め、現在、原因を調

査中。（※） 

令 和 5 年 7

月20日 

 

令 和 5 年 8

月4日 

 

介 護 ベッ

ド 

重傷1名 使用者（90歳代）が当

該製品を使用中、高さ

調 整 を し て い た と こ

ろ、当該製品が急に下

がり、腰 を負 傷 した。

当 該 製 品 に起 因 する

のか、他の要因かも含

め、現在、原因を調査

中。 

沖縄県 

 

※事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年6月30日。報告書の提出期限を超過してい

ることから、事業者に対し厳重注意。 

    問い合わせ先：介護保険課 給付担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７１（直通） 

 

 

 

 

介護保険最新情報について 

 

 厚生労働省老健局から以下のとおり介護保険最新情報が出ております。  
 厚生労働省等のホームページで確認の上、ご対応をお願いします。 
 

【介護保険最新情報 vol.1165】 

令和３年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和５年度調査）への協力依頼

（２回目）について 

 

【介護保険最新情報 vol.1166】 

「生産性向上に関する介護事業所向けフォローアップセミナー」の周知及び受講勧奨のお願い 

 

【介護保険最新情報 vol.1167】 

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算

に関するＱ＆Ａ（vol.２）の送付について 
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【要介護・要支援認定者状況】（令和５年７月末日現在 地区別認定者数：20,799 人） 

地 区 名 
要支援

１ 

要支援

２ 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 
合 計 

第１地区 53 50 88 49 52 46 26 364 

第２地区 94 102 195 105 91 110 61 758 

第３地区 65 75 136 68 69 79 39 531 

第４地区 31 26 43 29 13 34 26 202 

第５地区 36 34 65 36 22 35 17 245 

芹田地区 179 150 314 138 109 153 87 1,130 

古牧地区 114 122 290 133 150 140 86 1,035 

三輪地区 155 163 279 150 113 158 69 1,087 

吉田地区 115 141 259 112 93 90 64 874 

古里地区 95 78 148 93 81 102 41 638 

柳原地区 66 44 87 50 32 43 33 355 

浅川地区 55 58 123 61 34 55 46 432 

大豆島地区 61 56 143 65 62 83 43 513 

朝陽地区 74 95 192 103 106 114 49 733 

若槻地区 180 153 316 138 128 180 107 1,202 

長沼地区 21 16 28 17 22 22 6 132 

安茂里地区 204 178 296 157 126 161 91 1,213 

小田切地区 12 14 22 7 15 18 8 96 

芋井地区 20 9 38 25 18 22 12 144 

篠ノ井地区 345 262 532 253 253 372 188 2,205 

松代地区 180 171 310 138 118 192 105 1,214 

若穂地区 123 86 143 75 75 90 58 650 

川中島地区 210 172 308 157 143 204 107 1,301 

更北地区 271 189 407 187 141 226 148 1,569 

七二会地区 20 24 36 19 35 30 17 181 

信更地区 35 25 26 21 20 29 10 166 

豊野地区 76 49 160 68 59 94 43 549 

戸隠地区 17 8 57 34 48 60 31 255 

鬼無里地区 18 8 46 33 24 25 10 164 

大岡地区 40 11 28 10 12 9 4 114 

信州新町地区 85 27 84 40 64 53 32 385 

中条地区 41 12 63 27 40 16 13 212 

市 外 20 9 26 16 20 42 17 150 

合計 

(現存者) 
3,111 2,617 5,288 2,614 2,388 3,087 1,694 20,799 
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今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護
支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知
らせしていく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電
話またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《  問い合わせ先  》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

